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令和３年度南小国町農業委員会４月総会 

 

開催日時 令和３年４月１２日(月)午前１０時００分から午前１０時５０分 

 

開催場所 南小国町自然休養村管理センター 会議室 

 

  

１．南小国町農業委員会憲章唱和 

 

２．会議録署名委員の指名（１０番委員、２番委員） 

 

３．議案第  １ 号  農業委員会事務局職員の任免について 

 

４．議案第  ２ 号  南小国町農業振興地域整備計画変更調整について 

 

５．議案第  ３ 号  令和３年南小国町農用地利用集積計画の決定について 

 

６．議案第  ４ 号  南小国町農地賃借料情報について 

 

出席委員 (９名) 

２番 日 野 米 蔵 委員   ３番 佐 藤 竹 良  委員 

４番 藤 堂 伸 二 委員   ５番 穴 井   堅 委員 

６番 河 津   篤  委員   ７番 下 城 孔志郎  委員 

８番 甲 斐 義 隆 委員   ９番 北 里 丈 夫 委員 

１０番  松 﨑 久美子  委員 

 

欠席委員 (１名) 

  １番 杉 安 申 歳 委員 

 

職務のため議場に出席した事務職員(２名) 

  事 務 局 長   本田圭一郎 

  事 務 局   佐  藤    亮 

 

 

 



○会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事務局長 
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○事務局長 

 

 

 

 

おはようございます。 

ただ今から４月の農業委員会総会を開会いたします。 

日程第１の南小国町農業委員会憲章唱和でございますけれど、今月もコ

ロナ禍の影響ということで省略を致したいと思います。 

本日は１番の杉安委員から欠席の届けが出ております。 

本日の会議録署名委員は１０番松﨑委員と、２番日野委員にお願いをい

たします。 

議案第１号 農業委員会事務局職員の任免について 

 それでは議題に移りたいと思います。 

「議案第１号 農業委員会事務局職員の任免について」事務局から説明を

お願いいたします。 

 はい。１ページをお願いいたします。 

【議案第１号 農業委員会事務局職員の任免について詳細に説明】 

      記  事務局職員を免職する者 麻生孝哉 

補足をさせいただきます。 

農業委員会の事務局については、令和２年度については４名の職員を配

置しておりました。私と佐藤 亮、髙村審議員、麻生係長の４名を職員と

していまして、これに対しての負担金、県農業会議に納める負担金関係も

４名分として納めていました。今後は３名として、一人は減じた形で対応

していきたいという形に考えております。総会についてはほぼこのメンバ

ーで対応していきながら、実質的には事務面を３名でやっていきたいと思

いますのでこの議案を提出させていただきました。 

以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

第１号議案について賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

はい。ありがとうございました。全員挙手でありますのでこのとおり了

承することといたします。 

議案第２号 南小国町農業振興地域整備計画変更調整について 

続きまして、「議案第２号 南小国町農業振興地域整備計画変更調整につ

いて」事務局から説明をお願いたします。 

 はい。２ページをお願いいたします。 

【議案第２号 南小国町農業振興地域整備計画変更調整について 

                     詳細に説明】 

 次のページをお願いいたします。 

変更調整申し出一覧表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

○９番委員 

 

 

 

○会長 

 

 

 

○４番委員 

 

 

 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

 

 

 

○４番委員 

 

 受付番号１ 申し出者 〈事業計画者〉南小国町大字○○○○○○。 

株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○ ○氏。〈所有権者〉南小国町大字

○○○○○○○。○○○○氏。○○○○氏。申し出物件 所在地番 大字

○○○○○○○○○－○。地目 田。地積２，６８５㎡の１筆となってお

ります。目的として資材置場として考えておられ、理由としまして、事業

計画者は事業用の資材置場を必要としており、申請地は利便性もよく、周

囲の農地よりも低い位置にあることから、周辺農地への影響は少ないと判

断。また、他の土地選定も検討したものの取得できる目途が立たなかった

ため、というかたちになっております。 

次のページに位置図を付けております。 

事務局からは以上です。 

はい。ありがとうございました。 

それでは担当地区委員から説明をお願いいたします。 

（9 番委員手をあげる） 

９番北里委員。 

はい。ここに書いてありますとおり○○ ○君、○○○○が資材置き場

が必要ということで探しておりましたら、ちょうど地元にあったというこ

とで資材置き場に利用したいということで申請がありました。 

よろしくお願いします。 

はい。ありがとうございました。 

ただ今の説明に対して何かご質問等がありましたらお願いいたします。 

（４番委員手をあげる） 

４番委員。 

 この土地というのは高さは一緒だったですか。段がついていますか。段

がついているのであれば土かなんか入れてまた同じ高さに１枚に造成する

のかそのまま段があるままで行くのか。 

 （事務局手をあげる） 

 事務局どうぞ。 

 事務局から説明いたします。 

 申請いただいている内容は重機、機材、採石置き場として４００㎡程

度。土砂置き場として５８８㎡。鋼管、配管配置として３５０㎡で、それ

ぞれ４ヶ所くらいに分かれて資材を置くという事業計画になっておりまし

て、そこに行くための通路が７００㎡程度で、その斜面がありますので法

面が大体６００㎡。全部合わせて２，６８５㎡になっております。 

埋め上げて高さを揃えて一面にするわけではなくて、現状のままそれぞれ

に通路を通して活用するという事業計画で上がってきております。 

 はい。わかりました。 

（７番委員手をあげる） 



○会長 

○７番委員 

○会長 

○事務局 

 

 

 

 

○会長 

 

○事務局 

○会長 

 

○事務局 

 

 

 

○事務局長 

 

 

 

○会長 

○７番委員 

○事務局 

 

 

 

 

 

○会長 

○４番委員 

 

○事務局 

 

 

 

 

 

 ７番委員どうぞ。 

 ここは今まで何か植えてあったんですか。 

 事務局どうぞ。 

 はい。田んぼで、下の段と上の段は両方田だったんですけれども、平成

２９年度水害で下の段に水があがりまして、そこから休耕田ということで

作付けがなされていなかった状態です。今回の令和２年度の水害でも確か

上がったと思いますので、実質的に耕作者の方がそこはもう作らないとい

う話があったんじゃないかなと思います。 

 もし、砂利を置くならこれの横は川でしょ。河川に流れ出ることはない

かな。 

 その砂利が流れるということですか。 

 そこだけは、防除するような形にしておかないといかんとじゃないかな

と思いますが。 

 今まで農振農用地の設定がありまして今回、転用をかけるにあたって農

振を除外して、転用をかけるというところで今申請があがってきていると

いうことです。先に除外が通れば、通った段階で転用の手続きに入ります

ので、申請内容としては全く同じ内容になります。 

河川に対して法勾配とかの絡みとかは県の方の施工承認の絡み関係とか

も出てきますので、そこで検討の内容になるかと思います。法勾配とかは

ですね。 

 （７番委員手をあげる） 

 ７番委員。 

 国とか県とか農振を外すことに問題はないの。 

 基本的に農振農用地の設定というのは市町村が決めることになっており

まして、県は同意をするというような形になっております。 

ただ法律上厳しく見られていますので、その法律上の要件に沿う形で外し

てもいいかどうかというのを県と協議をしていくという流れとなっており

ます。 

（４番委員手をあげる） 

はい。４番委員どうぞ。 

外す目的としては建設業者さんの資材置き場とかいう計画でも法には触

れないという問題はないですね。 

 基本的に事業に供するという目的で外しますので、それが例えば周辺の

農業ですとか周辺の住家とかに何かしらの影響が出るようなものはもちろ

ん通せませんし、ただ今回の場合は要するに資材置き場とかと一緒でそこ

から何か汚水が流れるとか、そういったことも考えにくいと思いますの

で、基本的には事業所さんの事業展開とその農地の農振という折り合いで

やむなく外すという考え方となっております。 
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○５番委員 

 

○事務局長 

 

○会長 

○２番委員 

○事務局 
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○事務局 

○４番委員 

 

○事務局 

 

○会長 

 

 

 

 

 

（４番委員手をあげる） 

はい。４番委員どうぞ。 

さっき２９年の災害で浸かって、２年の災害で浸かってということであれ

ば当然、借りる○○さんも地元ですから事情はわかっているでしょうけれ

ど、何らかの対策をしておかんと水が出た、資材が流された。また下流に

行って詰まって益々状況が悪くなったというわけにはいかんですもんね。

何らかの流失防止策みたいなのはとったほうが良いのかなと思います。 

 （５番委員手をあげる） 

 ５番委員どうぞ。 

 ここは大字○○○となっているんですが、地図的にはどこらへんになる

とですか。 

 ○○○○の手前を右に入って行ったすぐのところです。 

（２番委員手をあげる） 

 ２番委員どうぞ。 

そこは水稲作付けはしていないんですか。 

 はい。災害後は作付けは何もされていないと思います。 

 他に何かございませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは採決に移りたいと思います。 

 賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 はい。ありがとうございました。 

 全員挙手ですので、意見を附して南小国町長へ答申いたします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番委員どうぞ。 

 すみません。今の件は農業委員会としての意見とかを付託することは出

来るんですか。 

 はい。出来ます。 

 良ければ先ほどの件で資材とかが流出しないような措置を講じることと

かいうのを付けておいていただくとありがたいかなと思います。 

 はい。了解いたしました。 

 

議案第３号 令和３年南小国町農用地利用集積計画の 

            決定について 

 続きまして、「議案第３号 令和３年南小国町農用地利用集積計画の決定

について」事務局よりご説明をお願いたします。 



○事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。５ページをお願いいたします。 

【議案第３号 令和３年南小国町農用地利用集積計画の 

              決定について詳細に説明】 

 次のページをお願いいたします。 

 利用権設定関係ですけれどもちょっと件数が多いために受付コード、登

録区分、利用権の設定を受ける者、利用権を設定するもの、利用権を設定

する土地、利用権を読み上げさせていただきますが、３番の農業経営の状

況等については省略をさせていただきますのでよろしくお願いいたします｡ 

 受付コード ０３０３２ 登録区分 新規 

利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○。利用権 

の設定をする者 ○○ ○氏。南小国町大字○○○○○○－○。 

利用権の設定をする土地 大字○○○○○○○○○－○。現況地目 田。

面積１，８２７㎡。設定する利用権 利用内容が水稲。令和３年４月１日

から令和１３年３月３１日までの１０年間。利用権の種類が賃借権となっ

ております。同じく○○○○－○。現況地目 田。面積２，５６５㎡。 

設定する利用権は先ほどと同様となっております。 

 続きまして受付コード ０３０３３ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○－

○。利用権を設定する者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○○－

○。利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○－○。現況地目 

田。面積１，１８６㎡。設定する利用権は利用内容が水稲。令和３年４月

１日から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は使用貸借権と

なっております。同じく○○○。現況地目 田。面積７０８㎡。設定する

利用権は先ほどと同様となっております。 

 続きまして、受付コード ０３０３４ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○－

○。利用権を設定する者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○。利用

権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○。現況地目 田。面積１，

３６３㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲。令和３年４月１日

から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は使用貸借権となっ

ております。同じく○○○○○○－○。現況地目 田。面積１，０５７㎡｡

同じく○○○－○。現況地目 田。面積６０９㎡。それぞれ設定する利用

権については先ほどと同様となっております。 

 続きまして、受付コード０３０３５ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏 南小国町大字○○○○○○○－○｡

利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○－○。 

利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○－○。現況地目 田。

面積２，６５２㎡。設定する利用権 利用内容は水稲。令和３年４月１日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は使用貸借権となっ

ております。同じく○○○。現況地目 田。面積２，９８５㎡。設定する

利用権は先ほどと同様となっております。 

 続きまして、受付コード０３０３６ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏 南小国町大字○○○○○○○－○｡

利用権の設定をする者 ○○ ○氏代表相続人 ○○○○氏。南小国町大

字○○○○○○－○。利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○｡

現況地目 田。面積１，９１０㎡。設定する利用権 利用内容は水稲。令

和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は賃

借権となっております。同じく字○○○○○－○。現況地目 田。面積

３，８１１㎡のうち１，５７５㎡となっております。同じく○○○○○－

○。現況地目 田。面積４，３９２㎡。設定する利用権としまして先ほど

と同様となっております。同じく○○○○○－○。現況地目 田。面積

１，１０１㎡。設定する利用権は水稲。令和３年４月１日から令和８年３

月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権となっております。同じく

○○○。現況地目 田。面積３，０２１㎡。設定する利用権としましては

先ほどと同様となっております。 

続きまして、受付コード０３０３７ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏 南小国町大字○○○○○○－○。

利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。利用

権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○。現況地目 田。面積７２

０㎡。設定する利用権 利用内容が牧草。令和３年４月１日から令和８年

３月３１日までの５年間。利用権の種類は使用貸借権となっております。

同じく○○○○。現況地目 田。面積５９５㎡。同じく○○○○－○。現

況地目 田。面積１，１１２㎡。設定する利用権は先ほどと同様となって

おります。 

続きまして、受付コード０３０３８ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏 南小国町大字○○○○○○－○。

利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。利用

権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○。現況地目 田。面積１，

８０８㎡。設定する利用権は利用内容が牧草。令和３年４月１日から令和

８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権となっております。 

続きまして、受付コード０３０３９ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏 南小国町大字○○○○○○。利用

権の設定をする者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○○。利用権を

設定する土地 大字○○○○○○○○○。現況地目 田。面積１，９９４

㎡。設定する利用権は利用内容が水稲。令和３年４月１日から令和８年３

月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権となっております。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして受付コード ０３０４０ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 ○○ ○氏 南小国町大字○○○○○○。利用 

権の設定をする者 ○○○○氏相続人代表 ○○○○氏。南小国町大字○

○○○○○○。利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○－○。 

現況地目 田。面積６６４㎡。設定する利用権としまして利用内容が水稲｡

期間が令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の

種類は賃借権となっております。 

続きまして、受付コード０３０４１ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○代表取締役 ○○○○氏。 

南小国町大字○○○○○○○－○。利用権の設定をする者 ○○○○○氏｡

南小国町大字○○○○○○○－○。利用権を設定する土地 大字○○○○

○○○○○○－○。現況地目 田。面積４１３㎡。設定する利用権としま

しては利用内容が野菜。令和３年４月１日から令和２３年３月３１日まで

の２０年間。利用権の種類としましては賃借権となっております。 

同じく○○○○。現況地目 田。面積２３１㎡。同じく○○○○－○。現

況地目 田。面積４９５㎡。同じく○○○○－○。現況地目 畑。面積９

５２㎡。同じく○○○○。現況地目 田。面積２，６８４㎡。設定する利

用権は先ほどと同様となっております。 

続きまして、受付コード０３０４２ 登録区分 新規 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権の設定をする者 ○○○○氏。○○○○○○○○－○。利用権を設

定する土地としまして 大字○○○○○○○○○○。現況地目 田。面積

３３０㎡。設定する利用権としまして、利用内容が水稲。令和３年４月１

日から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権となって

おります。同じく○○○○。現況地目 田。面積１，４５４㎡。設定する

利用権は先ほどと同様となっております。 

続きまして、受付コード０３０４３ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権の設定をする者 ○○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権を設定する土地としまして 大字○○○○○○○○○○－○。現況

地目 田。面積３，０４８㎡。設定する利用権としまして、利用内容が水

稲。令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間。利用権の種

類は賃借権となっております。 

続きまして、受付コード０３０４４ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権の設定をする者 ○○○○○氏。○○○○○○○○○○○○○－

○。利用権を設定する土地としまして 大字○○○○○○○○○－○。現

況地目 田。面積２，２０１㎡。設定する利用権としまして、利用内容が 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水稲。令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の

種類は賃借権となっております。同じく○○○○－○。現況地目 田。面

積１，１３９㎡。設定する利用権は先ほどと同様となっております。 

続きまして、受付コード０３０４５ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権の設定をする者 ○○○○氏。南小国町大字○○○○○○○。利用

権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○○。現況地目 田。面積１

４５㎡。設定する利用権としまして、利用内容が水稲。令和３年４月１日

から令和１３年３月３１日までの１０年間。利用権の種類は賃借権となっ

ております。同じく○○○○。現況地目 田。面積１，２６２㎡。同じく

○○○○○○－○。現況地目 田。面積１，３１５㎡。設定する利用権は

先ほどと同様となっております。 

続きまして、受付コード０３０４６ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○代表取締役 ○○○

○○氏。南小国町大字○○○○○。利用権の設定をする者 ○○○○氏。

南小国町大字○○○○○。利用権を設定する土地 大字○○○○○○○○｡

現況地目 田。面積３，５９５㎡。設定する利用権としまして、利用内容

が畑。令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の

種類は賃借権となっております。 

続きまして、受付コード０３０４７ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 （○）○○○○○○○○○代表取締役 ○○○

○○氏。南小国町大字○○○○○。利用権の設定をする者 ○○○○氏。

南小国町大字○○○○－○－○。利用権を設定する土地 大字○○○○○

○○－○。現況地目 田。面積２，２３３㎡。設定する利用権としまし

て、利用内容が水稲。令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５

年間。利用権の種類は賃借権となっております。同じく○－○。現況地目 

田。面積２００㎡。同じく○○－○。現況地目 田。面積９４８㎡。設定

する利用権としまして、○－○は畑、○○－○が田となっておりまして、

他は先ほどと同様となっております。 

続きまして、受付コード０３０４８ 登録区分 再設定 

利用権の設定を受ける者 ○ ○○氏。南小国町大字○○○○○○○。 

利用権の設定をする者 ○ ○○氏。南小国町大字○○○○○○○。利用

権を設定する土地 大字○○○○○○○○○○○。現況地目 畑。面積１

０２㎡。設定する利用権としまして、利用内容が野菜。令和３年４月１日

から令和８年３月３１日までの５年間。利用権の種類は賃借権となってお

ります。同じく○○○○－○。現況地目 畑。面積５０９㎡。設定する利

用権は先ほどと同様となっております。 

 事務局からは以上です。 
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○４番委員 

○会長 

 

 はい。ありがとうございました。 

 ただいま事務局からの説明がありましたが、２０ページと２１ページは

７番委員さんが関係しますので、こちらの２件を先にご審議をお願いした

いと思います。 

７番委員さんは退席をお願いします。 

 （７番委員退席する。） 

それでは、２０ページと２１ページの審議をお願いいたします。 

この案件につきまして何かご質問等ございませんでしょうか。 

 （ありません。の声あり） 

 ありませんか。 

 それでは賛成の方の挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

 ありがとうございました。全員賛成ですので、当委員会として決定した 

ことを町長へ報告をいたします。 

 ７番委員入室して下さい。 

 （７番委員着席する。） 

 続きまして６ページから２２ページまでですが。質問等がございました

らよろしくお願いします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番藤堂委員お願いします。 

 ６ページの案件ですけれども、他の案件とかから見ると、この１０アー

ル当たり２万円と条件が良いんですけれども、これは当事者同士が了解し

ているのであればそれで何も問題はないとですね。 

 基本的には両者の方で金額は自由に設定していただくというところでい

っていますけれども、希にかなり高額であったりする場合がありまして、

そういったときにはこの後の議案で出てくるんですけれど、集計作業をし

たときに、貸し借りの平均額がガバッと上がったりもしますので、そうい

ったところはちょっと、申請を出された段階で本来はチェックを入れるべ

きなんでしょうけれど、以前あった例ですと１ヶ月保留をさせていただい

て、中身について説明を求めたということが過去にありました。 

実際は本人さんたちの間で自由に設定していただくところですので、こ

ちらからはだめですよとも言えないのかなと思うんですけれども、南小国

町全体の貸し借りの金額というところで考えますと、そういったところに

は理由付けが必要になってくるのかなと思っております。 

平均の出し方については後ほど説明をさせていただきたいと思います。 

 はい。わかりました。 

 他に何かございませんか。 

 （ありません。の声あり） 
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○会長 

 

 

○４番委員 

ないということですので、採決に移ります。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

はい。ありがとうございました。全員賛成ですので当委員会として決定 

したことを町長に報告いたします。 

議案第４号 南小国町農地賃借料情報について 

 続きまして、「議案第４号 南小国町農地賃借料情報について」事務局よ

り説明をお願いたします。 

 はい。２３ページをお願いいたします。 

【議案第４号 南小国町農地賃借料情報について詳細に説明】 

 次のページをお願いいたします。 

 南小国町農地賃借料情報 

 令和２年 1 月から令和２年１２月までに締結（公告）された賃貸借にお

ける賃借料水準（１０ａ当たり）は以下のとおりとなっています。 

令和３年４月１２日 

     南小国町農業委員会  

 平均額 １１，２００円  最高額 ２３，３００円  

最低額  ２，４００円  データ数 １０５ 

 参考までに令和元年の平均額が１５，９００円。最高額が５０，０００

円。最低額が５，０００円。データ数７２。 

 平成３０年 平均額１４，２００円。最高額５４，０００円。最低額

５，４００円。データ数６９となっております。 

 佐藤の方から詳細を説明いたします。 

 ２５ページ以降が令和２年中の貸し借りの情報になっております。 

全データでいきますと１０８件の貸し借りのデータがありますけれども、

先ほど議案３号のときにお話があったのでふれたんですけれども、あまり

にも極端な金額があった場合には全体の平均がかなり例年とずれてきたり

もしますので、いちばん大きい額といちばん小さい額を抜いたところで平

均を毎年出させていただいております。 

因みに今年度はデータ数が１０８件ありましたけれども、３件のデータを

抜いて平均を出させていただいておりまして、その結果、平均額として反

当たり１１，２００円というところで出しております。 

 事務局からは以上です。 

 はい。この件について何かご質問等がありましたらお願いいたします。   

（４番委員手をあげる） 

 ４番藤堂委員どうぞ。 

 それはあくまで賃借ということですから先ほどの集積計画に出てきたよ 
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○４番委員 

○事務局 

 

 

 

 

○会長 

○４番委員 

 

○事務局 

 

うな使用貸借権のゼロ円というところは全部含んでいないということです

よね。傾向としては値下がり傾向ということですね。 

何とも言いがたいところではあるんですけれど、この間の申出書の裏に 

履歴を載せてきたところではあるんですけれど、ちょっと例年と比べると

今回は低いかなというところです。 

 ちょっと申し上げます。平成２４年が１２，４００円。平成２５年が１

５，５００円。平成２６年が１１，５００円。平成２７年が１１，６００

円。平成２８年が１２，３００円。平成２９年が１４，２００円。平成３

０年が１４，０００円。令和元年が１４，２００円。令和２年が１５，９

００円となっておりまして、徐々に賃借料自体が上がってきていたんです

けれども、ここに来てちょっとまた下がったというような状況です。 

どこの金額が相場なのかというのはやはり年によるというかですね、契約

期間が５年間とか３年間とか１０年間とかそれぞれバラバラですので、切

り替えの時期が来たときにその年の集計のデータが毎年変わりますので、

大体このくらいかな、ということしか言えないところです。 

（５番委員手をあげる） 

 ５番委員どうぞ。 

 ２５ページの整理番号２８番、２９番、３０番の中で、３０番が面積に

対して借賃が約倍になったりしていますね。 

 こちらが今回計算から抜いたところになっていまして、実際の契約は２

８，２９，３０の３筆での契約になると思うんですけど、当初の方がどう

いった設定でしていたのかはちょっとわからないところではあるんですけ

れど、おっしゃるようにちょっと極端に金額が高いようになっていますの

で、集計の際にはこちらの３０番の方は抜いて計算をしています。 

 はい。わかりました。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番委員どうぞ。 

 ３件抜いてあるのは他に何番と何番ですか。 

２４番と２５番の反当たり１，８００円というところを、最低値ですの

で、そちらも使用貸借と変わらないくらいの金額になってくるとやはり全

体の単価の引き下げに繋がりますので、２４番、２５番、３０番の３件に

ついては今回の集計から外させていただいております。 

（４番委員手をあげる） 

４番委員どうぞ。 

賃借料情報を纏めたこのページはコピーとかでいただいてよろしいです

か。 

こちらが毎年、会長の印を押して窓口に公表情報として備え付けておりま

すので、窓口に来られたりして大体相場はどのくらいだろうか聞かれたと 
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きには過去何年分かをご提示して、大体相場はこういうふうになっていま

すとお示しして、皆さん契約内容を決めていくというようなところです｡ 

 こちらは決裁後に窓口に備え付けで置いておきますので来られたときに

お渡しできるようにしておきます。 

他に何かございませんでしょうか。 

（ありません。の声あり。） 

それではただ今の件につきまして賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 ありがとうございました。全員挙手ですので情報の提供を行うこととい

たします。 

その他 

 以上で議案は終了しましたがその他の件で何かございませんでしょう

か。 

 （ありません。の声あり） 

はい。ないということでございますのでこれで４月の総会を閉会いたし

ます。 

 ありがとうございました。 
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